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平成��年�月定例県議会提案条例の提案理由及び概要表

第��号議案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、個人番号の利用

範囲について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。

� 条例の概要

� 次に掲げる県の執行機関が行う次に掲げる事務を個人番号を利用する

ことができる事務に追加すること。

� 次に掲げる県の執行機関は、次に掲げる事務を処理するために必要な

―�―

執行機関 事 務

知事 高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学し

た者等に対する就学支援金に相当する額の支援金の支

給に関する事務

知事 私立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する

奨学のための給付金の支給に関する事務

教育委員会 島根県立高等学校等条例による授業料の減免に関する

事務

教育委員会 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学し

た者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給

に関する事務

教育委員会 県立高等学校の単位制による課程の生徒に対する就学

支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務

教育委員会 国立又は公立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等

に対する奨学のための給付金の支給に関する事務

教育委員会 高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する勤労

青少年に対する修学資金の貸与に関する事務

教育委員会 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関す

る事務（特別支援学校への就学奨励に関する法律によ

るものを除く。）



限度で、次に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するもの

を利用することができること。

―�―

執行機関 事 務 特定個人情報

知事 高等学校等を退学し、再び私立の高

等学校等に入学した者等に対する就

学支援金に相当する額の支援金の支

給に関する事務

高等学校等就学

支援金の支給に

関する法律によ

る就学支援金の

支給に関する情

報（以下「就学

支援金関係情

報」という。）

知事 私立の高等学校等の生徒又は学生の

保護者等に対する奨学のための給付

金の支給に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 島根県立高等学校等条例による授業

料の減免に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 高等学校等を退学し、再び公立の高

等学校等に入学した者に対する就学

支援金に相当する額の支援金の支給

に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 県立高等学校の単位制による課程の

生徒に対する就学支援金に相当する

額の支援金の支給に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 国立又は公立の高等学校等の生徒又

は学生の保護者等に対する奨学のた

めの給付金の支給に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 高等学校の定時制課程又は通信制課

程に在学する勤労青少年に対する修

学資金の貸与に関する事務

就学支援金関係

情報

教育委員会 特別支援学校への就学のため必要な

経費の支弁に関する事務（特別支援

学校への就学奨励に関する法律によ

るものを除く。）

特別支援学校へ

の就学奨励に関

する法律による

特別支援学校へ



� �により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則

その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったもの

とみなすこと。

� 施行期日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律附則第�条第�号の政令で定める日から施行する。

第��号議案

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例

� 提案理由

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴

い、関係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。

� 条例の概要

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴

う次に掲げる条例の規定の整備

� 職員の旅費に関する条例

� 職員の給与に関する条例

� 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

� 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

� 一般職の任期付職員の採用等に関する条例

� 島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

	 職員の勤務時間に関する条例


 職員の休日及び休暇に関する条例

� 県立学校の教育職員の給与に関する条例

� 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例

―�―

の就学のため必

要な経費の支弁

に関する情報



� 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

� 県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県吏員恩給条例の一部を改正する条例

� 提案理由

刑の一部の執行猶予制度の新設に伴い、恩給法の改正に準じて、退隠料

及び増加退隠料並びに扶助料の支給停止に関する規定について、所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

退隠料若しくは増加退隠料又は扶助料を受ける者が、�年以下の懲役又

は禁錮の刑に処せられた場合において、刑の一部の執行猶予の言渡しを受

けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終

わり又は執行を受けることがなくなった月の翌月以降は、これらの支給を

停止しないこととすること。

� 施行期日

刑法等の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいず

れか遅い日から施行する。

第��号議案

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

人事委員会の勧告を受けて、初任給調整手当について所要の改正を行う

必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

初任給調整手当の支給月額の限度額の改正

―	―

支 給 対 象 者 改 正 前 改 正 後

医師又は歯科医師で医療職給料表�の

適用を受けるもの
	
�����円 	
�����円



� 施行期日等

公布の日から施行し、平成��年�月�日から適用する。

第��号議案

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

知事等の給与の減額を�年間継続して実施することについて、所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

給与の減額を平成�	年度まで�年間継続して実施すること。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第�
号議案

職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

職員の管理職手当の減額を�年間継続して実施することについて、所要

の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

管理職手当の減額を平成�	年度まで�年間継続して実施すること。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

より効果的な県の移住・定住施策の企画立案に資するため、一般財団法

人地域活性化センターに対し、及び少子化の大きな要因の一つである未

―
―

医師又は歯科医師で医療職給料表�の

適用を受けないもの

����円 
�
��円



婚・晩婚化に対応した結婚対策の充実を図るため、一般社団法人しまね縁

結びサポートセンターに対して職員を派遣することについて所要の改正を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

職員を派遣することができる公益的法人等に一般財団法人地域活性化セ

ンター及び一般社団法人しまね縁結びサポートセンターを追加すること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

職員の退職管理に関する条例

� 提案理由

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴

い、職員の退職管理に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 再就職者による依頼等の規制

再就職者のうち国家行政組織法に規定する部長又は課長の職に相当す

る職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の	年前の日より

前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた執行

機関の組織等の役職員等に対し、契約等事務であって離職した日の	年

前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職に限る。）に属する

ものに関し、離職後�年間、職務上の行為をするように、又はしないよ

うに要求し、又は依頼してはならないこと。

� 任命権者への届出

管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるも

のに就いている職員であった者は、離職後�年間、営利企業以外の法人

その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利

企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他

人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところに

より、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事委

員会規則で定める事項を届け出なければならないこと。

� 施行期日

―
―



平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

� 提案理由

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴い、関係条例について所要の改正を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県情報公開条例の一部改正

ア 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法に基づく審理員による審理手続に関する規定は、適用

しないこと。

イ 行政不服審査法の施行に伴う規定の整理

ウ その他規定の整備

� 島根県個人情報保護条例の一部改正

ア 開示決定等、訂正等の決定、利用停止決定等又は開示請求、訂正等

の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法に基づく審理員による審理手続に関する規定は、

適用しないこと。

イ 行政不服審査法の施行に伴う規定の整理

ウ その他規定の整備

� 島根県公文書等の管理に関する条例の一部改正

ア 利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法に基づく審理員による審理手続に関する規定は、適用

しないこと。

イ 行政不服審査法の施行に伴う規定の整理

� 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律の施行に伴う次に掲げる条例の規定の整理

ア 職員の給与に関する条例

イ 職員の退職手当に関する条例

ウ 島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

―�―



エ 島根県行政手続条例

オ 島根県県税条例

カ 県立学校の教育職員の給与に関する条例

キ 島根県建築審査会条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

行政不服審査法施行条例

� 提案理由

行政不服審査法の施行に伴い、島根県行政不服審査会の組織及び運営に

関し必要な事項その他必要な事項を定める必要がある。これが、この条例

案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県行政不服審査会の設置等

ア 行政不服審査法の規定に基づく附属機関として、島根県行政不服審

査会（以下「審査会」という。）を設置すること。

イ 審査会は、委員	人以内で組織すること。

ウ 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることが

でき、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちか

ら、知事が任命すること。

エ 委員の任期は、�年とすること。

オ 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委

員を置くことができること。

カ 委員若しくは委員であった者又は専門委員若しくは専門委員であっ

た者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

� 手数料

審理員等に提出された書面等の写しの交付に係る手数料の額を次のと

おりとすること。

―�―

交付の方法 種 別 手数料の額

� 書面等を複写機により用

紙に複写したものの交付

� 白黒

� カラー

用紙�枚につき 
�円

用紙�枚につき ��円



� 罰則

ア �のカに違反して秘密を漏らした者は、�年以下の懲役又は��万円

以下の罰金に処すること。

イ 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、

その徴収を免れた金額の�倍に相当する金額（当該�倍に相当する金

額が�万円を超えないときは、�万円とする。）以下の過料を科する

こと。

� 警察に関する手数料条例の一部改正

� 施行期日

平成��年	月�日から施行する。

第
�号議案

島根県手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

関係法令の改正に伴い、県が徴収する手数料について所要の改正を行う

必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 歯科技工士法関係手数料の廃止

� 農産物検査法で定める登録検査機関の登録等に係る手数料の新設

� 職業能力開発促進法関係手数料

―�―

� 電磁的記録に記録された

事項を用紙に出力したもの

の交付

� 白黒

� カラー

用紙�枚につき �円

用紙�枚につき ��円

手数料を納めなければならない者 手数料の額

ア 登録検査機関の登録を受けようとする者

イ 登録検査機関の登録の更新を受けようと

する者

ウ 登録検査機関の変更登録を受けようとす

る者

ア� 農産物の種類の増加に係るもの

イ� 登録の区分の増加に係るもの

������円

����円


�����円

������円



引用する条項の整理

� 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料

増築し、又は改築しようとする住宅の認定等に係る手数料の設定

―��―

手数料を納めなければならない者 手数料の額

ア 長期優良住宅建築等計画（以

下「計画」という。）の認定を

受けようとする者

ア� 計画の認定を受けようとす

る住宅が増築し、又は改築し

ようとする一戸建ての住宅の

場合

������円（適合証の提出がある

場合にあっては、�����円）

イ� 計画の認定を受けようとす

る住宅が増築し、又は改築し

ようとする共同住宅等の場合

ａ 床面積の合計が���平方

メートル以内のもの

�������円（適合証の提出があ

る場合にあっては、�	����円）

を認定申請数で除して得た額

ｂ 床面積の合計が���平方

メートルを超え�����平方

メートル以内のもの


������円（適合証の提出があ

る場合にあっては、������円）

を認定申請数で除して得た額

ｃ 床面積の合計が�����平

方メートルを超え�����平

方メートル以内のもの

�		����円（適合証の提出があ

る場合にあっては、������円）

を認定申請数で除して得た額

ｄ 床面積の合計が�����平

方メートルを超え�����平

方メートル以内のもの

	������円（適合証の提出があ

る場合にあっては、	�����円）

を認定申請数で除して得た額

ｅ 床面積の合計が�����平

方メートルを超え������平

方メートル以内のもの

���������円（適合証の提出が

ある場合にあっては、�������

円）を認定申請数で除して得た

額

ｆ 床面積の合計が������平

方メートルを超え
�����平

方メートル以内のもの


��������円（適合証の提出が

ある場合にあっては、
������

円）を認定申請数で除して得た



―��―

額

ｇ 床面積の合計が������平

方メートルを超え������平

方メートル以内のもの

���������円（適合証の提出が

ある場合にあっては、��	����

円）を認定申請数で除して得た

額

ｈ 床面積の合計が������平

方メートルを超えるもの


��������円（適合証の提出が

ある場合にあっては、�������

円）を認定申請数で除して得た

額

イ 計画の変更の認定を受けよう

とする者（譲受人を決定した場

合の変更を受けようとする者を

除く。）

ア� 計画の変更の認定を受けよ

うとする住宅がアのア�の計画

の認定を受けた一戸建ての住

宅の場合

�
����円（変更後の計画に係る

適合証の提出がある場合にあっ

ては、�����円）

イ� 計画の変更の認定を受けよ

うとする住宅がアのイ�の計画

の認定を受けた共同住宅等の

場合

ａ 変更に係る床面積の合計

が���平方メートル以内の

もの

�������円（変更後の計画に係

る適合証の提出がある場合に

あっては、������円）を変更認

定申請数で除して得た額

ｂ 変更に係る床面積の合計

が���平方メートルを超え

�����平方メートル以内の

もの

�
�����円（変更後の計画に係

る適合証の提出がある場合に

あっては、������円）を変更認

定申請数で除して得た額

ｃ 変更に係る床面積の合計

が�����平方メートルを超

え�����平方メートル以内

のもの


������円（変更後の計画に係

る適合証の提出がある場合に

あっては、
�����円）を変更認

定申請数で除して得た額



� 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による認定等

に係る手数料の新設

―��―

ｄ 変更に係る床面積の合計

が�����平方メートルを超

え�����平方メートル以内

のもの

�	�����円（変更後の計画に係

る適合証の提出がある場合に

あっては、�
����円）を変更認

定申請数で除して得た額

ｅ 変更に係る床面積の合計

が�����平方メートルを超

え������平方メートル以内

のもの

���������円（変更後の計画に

係る適合証の提出がある場合に

あっては、�

����円）を変更

認定申請数で除して得た額

ｆ 変更に係る床面積の合計

が������平方メートルを超

え������平方メートル以内

のもの

��	������円（変更後の計画に

係る適合証の提出がある場合に

あっては、�������円）を変更

認定申請数で除して得た額

ｇ 変更に係る床面積の合計

が������平方メートルを超

え������平方メートル以内

のもの

���������円（変更後の計画に

係る適合証の提出がある場合に

あっては、�������円）を変更

認定申請数で除して得た額

ｈ 変更に係る床面積の合計

が������平方メートルを超

えるもの


�	������円（変更後の計画に

係る適合証の提出がある場合に

あっては、�������円）を変更

認定申請数で除して得た額

手数料を納めなければならない者 手数料の額

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画（以

下「計画」という。）の認定（以下「計画

の認定」という。）を受けようとする者

ア� 計画の認定を受けようとする建築物が

非住宅建築物、共同住宅等（共同住宅、

長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

で非住宅部分を有しないものをいう。以

下同じ。）又は複合建築物である場合

非住宅建築物又は複

合建築物（非住宅部

分に限って計画の認

定を受けようとする

場合に限る。）に

あってはａ又はｂに



―��―

規定する手数料の

額、共同住宅等又は

複合建築物（住戸の

部分に限って計画の

認定を受けようとす

る場合に限る。）に

あってはｃに規定す

る手数料の額、複合

建築物（非住宅部分

に限って計画の認定

を受けようとする場

合及び住戸の部分に

限って計画の認定を

受けようとする場合

を除く。）にあって

はａ又はｂ及びｃに

規定する区分に応

じ、それぞれ当該手

数料を合算した額

ａ 当該建築物の非住宅部分について誘

導標準入力法等基準を用いて評価を行

う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの

�������円（非住宅

誘導基準適合証（登

録建築物調査機関が

作成した基準に適合

していることを示す

書類をいう。以下同

じ。）の提出がある

場合にあっては、

������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方メート

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提



―��―

ル未満のもの 出がある場合にあっ

ては、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

��	����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、	
����円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

	�	����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの


������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分について誘

導モデル建物法基準を用いて評価を行

う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの


�����円（非住宅誘

導基準適合証の提出

がある場合にあって

は、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

��
����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、	
����円）



―��―

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、��	����円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

	������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、��	����円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの


�	����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

ｃ 当該建築物の住宅部分について評価

を行う場合

� 住宅部分の床面積の合計が	��平

方メートル未満のもの

������円（住宅誘導

基準適合証等（登録

建築物調査機関又登

録住宅性能評価機関

が作成した基準に適

合していることを示

す書類又は知事の定

めるその他の図書を

いう。以下同じ。）

の提出がある場合に

あっては、������

円）

� 住宅部分の床面積の合計が	��平

方メートル以上�����平方メートル

未満のもの

��	����円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ

ては、������円）

� 住宅部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

��	����円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ



―��―

ては、������円）

� 住宅部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上のもの

��	����円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ

ては、		����円）

イ� 計画の認定を受けようとする建築物が

一戸建ての住宅（非住宅部分を有しない

ものに限る。以下同じ。）の場合

ａ 床面積の合計が���平方メートル未

満のもの


�����円（住宅誘導

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�����円）

ｂ 床面積の合計が���平方メートル以

上のもの


	����円（住宅誘導

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�����円）

イ 計画の変更の認定を受けようとする者

ア� 計画の変更の認定を受けようとする建

築物が非住宅建築物、共同住宅等又は複

合建築物である場合

非住宅建築物又は複

合建築物（非住宅部

分に限って計画の変

更の認定を受けよう

と す る 場 合 に 限

る。）にあってはａ

又はｂに規定する手

数料の額、共同住宅

等又は複合建築物

（住戸の部分に限っ

て計画の変更の認定

を受けようとする場

合に限る。）にあっ

てはｃに規定する手

数料の額、複合建築

物（非住宅部分に



―��―

限って計画の変更の

認定を受けようとす

る場合及び住戸の部

分に限って計画の変

更の認定を受けよう

と す る 場 合 を 除

く。）にあってはａ

又はｂ及びｃに規定

する区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料を

合算した額

ａ 当該建築物の非住宅部分について誘

導標準入力法等基準を用いて評価を行

う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分（床面積の増加に係る部分を除

く。）の床面積の�分の�の面積と

当該計画の変更に係る部分の面積の

うち床面積の増加に係る部分の床積

との合計（以下「計画の変更に係る

部分の床面積の合計」という。）が

���平方メートル未満のもの

���	���円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、��	���円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方メート

ル以上�	���平方メートル未満のも

の

�
�	���円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、��	���円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が�	���平方メー

トル以上
	���平方メートル未満の

もの


��	���円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、��	���円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が
	���平方メー

トル以上��	���平方メートル未満の

��
	���円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ



―��―

もの ては、�������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が������平方メー

トル以上������平方メートル未満の

もの

	�	����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が������平方メー

トル以上のもの

��
����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�
�����円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分について誘

導モデル建物法基準を用いて評価を行

う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方メート

ル未満のもの

������円（非住宅誘

導基準適合証の提出

がある場合にあって

は、������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方メート

ル以上�����平方メートル未満のも

の

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が�����平方メー

トル以上�����平方メートル未満の

もの

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、	�����円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が�����平方メー

トル以上������平方メートル未満の

もの

�
�����円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が������平方メー

トル以上������平方メートル未満の

もの

�������円（非住宅

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係る部 �������円（非住宅



―��―

分の床面積の合計が������平方メー

トル以上のもの

誘導基準適合証の提

出がある場合にあっ

ては、�������円）

ｃ 当該建築物の住宅部分について評価

を行う場合

� 住宅部分の計画の変更に係る部分

の床面積の合計が���平方メートル

未満のもの

	
����円（住宅誘導

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、������円）

� 住宅部分の計画の変更に係る部分

の床面積の合計が���平方メートル

以上�����平方メートル未満のもの

�������円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ

ては、������円）

� 住宅部分の計画の変更に係る部分

の床面積の合計が�����平方メート

ル以上�����平方メートル未満のも

の

�������円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ

ては、������円）

� 住宅部分の計画の変更に係る部分

の床面積の合計が�����平方メート

ル以上のもの

�	
����円（住宅誘

導基準適合証等の提

出がある場合にあっ

ては、

����円）

イ� 計画の変更の認定を受けようとする建

築物が一戸建ての住宅の場合

ａ 計画の変更に係る床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�
����円（住宅誘導

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�����円）

ｂ 計画の変更に係る床面積の合計が

���平方メートル以上のもの

������円（住宅誘導

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�����円）

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律の規定により建築基準法に規定す

計画の認定を受けよ

うとする建築物又は



―��―

る建築基準関係規定に適合するかどうかの

審査を受けようとする者

計画の変更の認定を

受けようとする建築

物の床面積の合計及

び昇降機の数に応じ

て島根県建築基準法

施行条例の規定の例

により算出した額

（工作物を築造する

場合にあっては当該

工作物の数に応じて

同条例の規定の例に

より算出した額を、

構造計算適合性判定

を要する部分が含ま

れる場合にあっては

当該部分の床面積の

合計に応じて同条例

の規定の例により算

出した額に���分の

���を乗じて得た額

を加えた額）

エ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定

（以下「認定」という。）を受けようとす

る者

ア� 認定を受けようとする建築物が非住宅

建築物、共同住宅等又は複合建築物であ

る場合

非住宅建築物にあっ

てはａ又はｂに規定

する手数料の額、共

同住宅等にあっては

ｃ又はｄに規定する

手数料の額、複合建

築物にあってはａ又

はｂ及びｃ又はｄに

規定する区分に応



―��―

じ、それぞれ当該手

数料を合算した額

ａ 当該建築物の非住宅部分について省

令の基準を用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等（登録

建築物調査機関が作

成した基準に適合し

ていることを示す書

類又は知事が定める

その他の図書をい

う。以下同じ。）の

提出がある場合に

あっては、������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

��	����円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、	
����円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

	�	����円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの


������円（非住宅

基準適合証等の提出



―��―

がある場合にあって

は、�������円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分について省

令の基準を用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの

�	����円（非住宅基

準適合証等の提出が

ある場合にあって

は、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�
�����円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�	����円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの


������円（非住宅

基準適合証等の提出

がある場合にあって

は、�������円）

ｃ 当該建築物の住宅部分について性能

基準を用いて評価を行う場合

� 住宅部分の床面積の合計が���平

方メートル未満のもの

	�����円（住宅基準

適合証等（登録建築

物調査機関又は登録



―��―

住宅性能評価機関が

作成した基準に適合

していることを示す

書類又は知事の定め

るその他の図書をい

う。以下同じ。）の

提出がある場合に

あっては、������

円）

� 住宅部分の床面積の合計が���平

方メートル以上�����平方メートル

未満のもの

�������円（住宅基

準適合証等の提出が

ある場合にあって

は、������円）

� 住宅部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�������円（住宅基

準適合証等の提出が

ある場合にあって

は、		����円）

� 住宅部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上のもの

�
�����円（住宅基

準適合証等の提出が

ある場合にあって

は、������円）

ｄ 当該建築物の住宅部分について仕様

基準を用いて評価を行う場合

� 住宅部分の床面積の合計が���平

方メートル未満のもの

������円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

������円）

� 住宅部分の床面積の合計が���平

方メートル以上�����平方メートル

未満のもの

�
����円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

������円）

� 住宅部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上�����平方メート

�������円（住宅基

準適合証等の提出が



� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。ただし、�の�については、公布の日

から施行する。

―��―

ル未満のもの ある場合にあって

は、��	


円）

� 住宅部分の床面積の合計が�	




平方メートル以上のもの

��	


円（住宅基

準適合証等の提出が

ある場合にあって

は、��	


円）

イ� 認定を受けようとする建築物が一戸建

ての住宅で性能基準を用いて評価を行う

場合

ａ 床面積の合計が�

平方メートル未

満のもの

��	


円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

�	


円）

ｂ 床面積の合計が�

平方メートル以

上のもの

��	


円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

�	


円）

ウ� 認定を受けようとする建築物が一戸建

ての住宅で仕様基準を用いて評価を行う

場合

ａ 床面積の合計が�

平方メートル未

満のもの

��	


円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

�	


円）

ｂ 床面積の合計が�

平方メートル以

上のもの

�	


円（住宅基準

適合証等の提出があ

る場合にあっては、

�	


円）



第��号議案

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

� 提案理由

第��号議案による行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正及び

住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳ネットワークシステムを使用

した都道府県知事保存本人確認情報の利用又は提供に係る事務について所

要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 次に掲げる事務を知事又は知事以外の執行機関が都道府県知事保存本

人確認情報を利用することができる事務に追加すること。

ア 高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者等に対す

る就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務

イ 私立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための

給付金の支給に関する事務

ウ 島根県立高等学校等条例による授業料の減免に関する事務

エ 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する

就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務

オ 県立高等学校の単位制による課程の生徒に対する就学支援金に相当

する額の支援金の支給に関する事務

カ 国立又は公立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する奨学

のための給付金の支給に関する事務

キ 高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する勤労青少年に対す

る修学資金の貸与に関する事務

ク 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務（特別

支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。）

� 次に掲げる事務を知事が都道府県知事保存本人確認情報を利用するこ

とができる事務から削除すること。

ア 地方税法又は島根県県税条例による県税の賦課又は徴収に関する事

務

イ 地方税法、島根県県税条例又は島根県産業廃棄物減量税条例若しく

は旧島根県産業廃棄物減量税条例の規定によりなおその効力を有する

こととされる同条例による産業廃棄物減量税の賦課又は徴収に関する

―��―



事務

ウ 地方税法によるゴルフ場利用税又は軽油引取税に関する犯則事件の

調査に関する事務

� その他規定の整理

� 施行期日

�の�及び�については行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律附則第�条第�号の政令で定める日から、�の

�については公布の日から施行する。

第��号議案

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例

� 提案理由

行政需要の変動に伴い、地方警察職員の定員を改正する必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

警察官の定員の改正

� 施行期日

平成��年	月�日から施行する。

第��号議案

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

看護学生修学資金の返還債務の免除に関する事項について所要の改正を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

―�
―

区 分 改正前 改正後 増 減

警視 ��人 ��人 －

警部 ��人 ��人 －

警部補及び巡査部長 ��人 �人 	人

巡査 �人 �人 �人

計 �����人 �����人 �人



� 看護学生修学資金の返還債務の免除の対象となる者に、養成施設に在

学する者で、将来特定地域医療施設等において看護職員の業務に従事し

ようとするものを加えること。

� �に掲げる者が、養成施設を卒業した日から�年以内に看護職員の免

許を取得し、特定地域医療施設等において�年間看護職員の業務に従事

したときは、債務の全部を免除すること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例

� 提案理由

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政

令の規定により国が標準として定める財政安定化基金拠出率の変更を踏ま

え、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。


 条例の概要

後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金の額を算出するための割合

の改正

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県国民健康保険財政安定化基金条例

� 提案理由

国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、

基金を設置する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。


 条例の概要

� 設置

―��―

改 正 前 改 正 後

�万分の		 �万分の	



国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるた

め、島根県国民健康保険財政安定化基金（以下「基金」という。）を設

置すること。

� 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めること。

� 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管すること。

� 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基

金に繰り入れること。

� 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計

現金に繰り替えて運用することができること。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例等の一部を改正する条例

� 提案理由

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律の施行に伴い、関係条例について所要の改正を行う必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正

ア 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関

する基準を削除すること。

イ 指定地域密着型通所介護の創設に伴う規定の整備

� 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部改正

指定地域密着型通所介護の創設に伴う規定の整備

―��―



� 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例等の一部を改正する条例附則第�条第�号の規定により

なおその効力を有するものとされた同条例第�条の規定による改正前の

島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例の一部改正

指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着

型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の

事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業を同一の事業所

で一体的に運営されている場合の従業者の員数及び設備に係る基準を定

めること。

� 島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正

指定地域密着型通所介護の創設に伴う規定の整備

� 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う次に掲げる条例の規定の整理

ア 島根県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例

イ 島根県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

ウ 島根県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

エ 島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例

オ 島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例

カ 島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

―��―



第��号議案

島根県介護保険施設等開設支援臨時特例基金条例を廃止する条例

� 提案理由

介護保険法に基づく施設等の開設の準備を支援するための国の交付金に

よる事業が終了し、基金の設置を要しなくなったことから、島根県介護保

険施設等開設支援臨時特例基金条例を廃止する必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

青少年の健全な育成を図るため、保護者、地域住民及び青少年の各役割

の明確化、フィルタリング機能の利用等によるインターネット利用環境の

整備、有害図書類等の指定要件の追加、着用済み下着の買受け等の禁止、

深夜営業を行う施設への青少年の立入りの制限に対する罰則の新設等につ

いて所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。

� 条例の概要

� 保護者、地域住民及び青少年の各役割の明確化

ア 保護者は、青少年を健全に育成することについて第一義的な責任を

有するものであることを自覚し、青少年を良好な環境の中で監護し、

及び教育するよう努めるものとすること。

イ 地域社会において、住民は、連帯意識を持ち、互いに協力して青少

年の健全な育成に努めるものとすること。

ウ 青少年は、生命を尊び、社会の一員としての自覚と責任を持つとと

もに、自らの生活を律し、健全な社会人として成長するよう努めるも

のとすること。

� インターネット利用環境の整備

ア 県は、青少年によるインターネットの適切な利用に関する知識の普

及、啓発、教育その他の必要な施策の推進に努めるものとすること。

―��―



イ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務等

ア� 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話イン

ターネット接続役務契約の締結等（当該携帯電話インターネット接

続役務の提供に付随して行われる青少年有害情報フィルタリング

サービスの提供の開始又は内容の変更若しくは提供の中止を含

む。）をするに当たっては、当該契約に係る携帯電話端末若しくは

ＰＨＳ端末の使用者が青少年であるかどうかを確認し、使用者が青

少年である場合には、その保護者に対し、携帯電話インターネット

接続役務の提供を受けることにより青少年が有害情報を閲覧し、又

は視聴する機会が生じること等を記載した書面を交付し、その内容

を説明しなければならないこと。

イ� 保護者は、携帯電話インターネット接続役務契約の締結をするに

当たっては、当該契約に係る携帯電話端末又はＰＨＳ端末の使用者

が青少年である場合において、青少年有害情報フィルタリングサー

ビスを利用しない旨の申出をするときは、青少年の業務又は日常生

活において青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないこ

とがやむを得ないと認められる理由等を記載した書面（以下「理由

書」という。）を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に

提出しなければならないこと。

ウ� 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話イン

ターネット接続役務を提供する場合においては、保護者から理由書

の提出があったときに限り、青少年有害情報フィルタリングサービ

スの利用を条件としない携帯電話インターネット接続役務契約の締

結等をすることができること。

エ� 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報

フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話インター

ネット接続役務の契約を締結したときは、当該契約が終了する日又

は当該契約に係る青少年が満��歳に達する日のいずれか早い日まで

の間、理由書若しくはその写し又は当該理由書に記載された事項が

記録された電磁的記録を保存しなければならないこと。

ウ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する勧告等

ア� 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等がイの

ア�、ウ�又はエ�に違反していると認めるときは、当該携帯電話イン

ターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な措置をとるべきこ
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とを勧告することができること。

イ� 知事は、ア�の勧告を行うために必要な限度内において、青少年有

害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話イン

ターネット接続役務の提供を受けていると認められる青少年の保護

者に対し、質問し、又は報告若しくは資料の提供を求めることがで

きること。

ウ� 知事は、ア�の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供

事業者等がその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名

又は名称、住所又は所在地、当該勧告の内容等を公表することがで

きること。

エ� 知事は、ウ�の公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を

受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、意見

を述べる機会を与えなければならないこと。

オ� 知事は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等から必要な報告を徴

し、又は知事の指定した職員をして営業所内にその営業時間中にお

いて立ち入らせ、調査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きること。

� 有害図書類等の指定要件に青少年の自殺又は犯罪を誘発するものを追

加すること。

� 着用済み下着の買受け等の禁止等

ア 何人も、青少年から着用済み下着（青少年がこれに該当すると称し

たものを含む。以下同じ。）を買い受け、若しくは売却の委託を受

け、又は青少年に対して着用済み下着の売却の相手方を紹介し、若し

くは売却するよう勧誘（以下「着用済み下着の買受け等」という。）

してはならないこと。

イ 知事は、着用済み下着の買受け等を行い、又は行おうとした者に対

し、警告を発することができること。

ウ 何人も、着用済み下着の買受け等の行為が青少年に対して行われ、

又は青少年がこの行為を行うことを知って、そのための場所を提供

し、又は場所のあっせんをしてはならないこと。

� 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に

努めるものとすること。

� 罰則
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ア 興行を開催する施設又は次に掲げる施設（法令により深夜（午後��

時から翌日の午前�時までをいう。以下同じ。）において青少年の立

入りが制限されているものを除く。）を営む者及びその代理人、使用

人その他の従業者が、深夜において、当該施設に青少年（保護者又は

保護者の委託を受け、若しくは同意を得た者が同伴するものを除

く。）を立ち入らせた場合は、��万円以下の罰金に処すること。

ア� 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に

合わせて歌唱を行わせる施設

イ� 設備を設けて客に主に図書類を閲覧若しくは視聴させ、又はイン

ターネットの利用を行わせる施設（図書館を除く。）

イ �のア又はウに違反した者は、��万円以下の罰金に処すること。

ウ �のウのイ�の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をした者は、��万円以下の罰金又は科料に処すること。

エ 青少年の年齢を知らないことを理由として、ア又はイによる処罰を

免れることができないこと。ただし、当該青少年の年齢を知らないこ

とに過失がないときは、この限りでないこと。

� その他規定の整備

� 施行期日

平成��年	月
日から施行する。ただし、�の�及び�については、公

布の日から施行する。

第��号議案

島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例及び島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例


 提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令等の施行に伴い、関係条例について所要の改正を行う必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要
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� 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部改正

ア 生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）に係る

基準該当障害福祉サービスに関する基準に、地域密着型通所介護に関

する要件を追加すること。

イ 自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障

害福祉サービスに関する基準に、指定小規模多機能型居宅介護事業所

等に関する特例に係る要件を追加すること。

ウ その他規定の整理

� 島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部改正

ア 児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援に

関する基準に、地域密着型通所介護に関する要件を追加すること。

イ 児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援に

関する基準に、指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例に

係る要件を追加すること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

興行場法施行条例の一部を改正する条例

� 提案理由

興行場法第	条、第�条関係基準条例準則の改正を踏まえ、興行場の公

衆衛生水準の向上を図るため、興行場の構造設備及び衛生措置の基準につ

いて所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。

	 条例の概要

� 構造設備の基準のうち、建物内に喫煙室を設置する場合の要件を次の

とおりとすること。

ア 建物内の他の区域と区画すること。

イ 室内の空気を建物外へ排出できる装置を備え、たばこの煙が建物内

の他の区域に流入しない構造であること。
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ウ 客席及び入場者が利用する通路等から極力離れた位置にあること。

� 衛生措置の基準のうち、喫煙に係る要件を次のとおりとすること。

ア 場内の建物内で喫煙させないこと。ただし、�の要件を備える喫煙

室内で喫煙させる場合は、この限りでないこと。

イ 場内の建物外で喫煙させる場合は、喫煙可能な区域を定めるよう努

めること。

ウ 次の事項を入場者の見やすい場所に表示すること。

ア� 喫煙室又は喫煙可能な区域以外の場所における喫煙の禁止

イ� 喫煙室又は喫煙可能な区域の場所

� この条例の施行の際現に興行場の営業の許可を受けている者及び現に

当該許可の申請をしている者に係る構造設備及び衛生措置の基準につい

ては、この条例の施行の日から起算して�年を経過する日までの間、な

お従前の例によること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県立中央病院における病床数の見直し及び診療科目の追加に伴い、所要

の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

	 条例の概要

県立中央病院の経営の基本に関する事項の改正

� 一般病床を
��床から���床とすること。

� 診療科目に病理診断科を追加すること。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

� 提案理由

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について所
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要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う次に掲げる条例の規定

の整備

� 島根県暴力団排除条例

� 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

� 島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例

� 島根県立武道施設条例

� 島根県立体育施設条例

� 島根県立青少年社会教育施設条例

� 島根県立高等技術校条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第�	号議案

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正する

条例

� 提案理由

児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

高等学校の教育職員等の定数の改正

―	
―

区 分 改正前 改正後 増 減

高等学校 教育職員 ��
��人 ����人 △��人

事務職員、技術職員そ

の他の職員

���人 ���人 △�人

特別支援学

校

教育職員 �
�人 �
�人 △�人

事務職員、技術職員そ

の他の職員

��人 ��人 －

小学校及び

中学校

教育職員 ��
�人 ����人 �人

事務職員及び技術職員 	�人 	�人 △�人



� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県立青少年社会教育施設条例の一部を改正する条例

� 提案理由

島根県立青少年社会教育施設の利用者の利便性の向上及び利用の促進を

図るため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する

理由である。

� 条例の概要

島根県立青少年の家及び島根県立少年自然の家について、宿泊使用以外

の場合に体育館の�分の�を使用するときの使用料の額は、別表の規定に

より算出した額の	割に相当する額とすること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第�
号議案

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律等の施行に伴い、市町村への権限移譲計画に基づき

権限移譲を行うため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。

� 条例の概要

� 農地法に基づく事務のうち、�ヘクタールを超え、�ヘクタールを超

えない農地の転用の許可に関する事務を飯南町、川本町、美郷町、邑南

町、海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町に権限移譲すること。

� 農地法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を松江市、浜田市、出雲

市、江津市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、海士町、西ノ島町、知

夫村及び隠岐の島町に権限移譲すること。

ア 違反転用に対する措置の要請の受理

イ 国又は都道府県等が農地の転用を行う場合における協議に係る農業
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委員会への意見の聴取

ウ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の規定による経過措置

に係る農業委員会ネットワーク機構への意見の聴取

� 農業協同組合法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を出雲市及び飯

南町に権限移譲すること。

ア 休眠農事組合法人に係る官報による公告及び休眠農事組合法人が事

業を廃止していない旨の届出の受理

イ アの官報による公告をした旨の休眠農事組合法人への通知

ウ 農事組合法人が継続した旨の届出の受理

� 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律等の施行に伴う規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例

� 提案理由

江津家畜保健衛生所の移転に伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

	 条例の概要

江津家畜保健衛生所の名称及び位置の改正

� 施行期日

平成��年
月�日から施行する。

第��号議案

島根県畜産技術センター分析等手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

牛の遺伝子型の検査の新設に伴い、畜産技術センターにおいて徴収する

―��―

改 正 前 改 正 後

名称 江津家畜保健衛生所 川本家畜保健衛生所

位置 江津市 邑智郡川本町



手数料について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。

� 条例の概要

牛の遺伝子型の検査に係る手数料の新設

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県産業技術センター条例等の一部を改正する条例

� 提案理由

中国地方内の公設試験研究機関の相互活用により県内企業等の利便性の

向上による産業振興を図るため、産業技術センター、農業技術センター及

び畜産技術センターにおいて徴収する使用料及び手数料の額について所要

の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

次に掲げる条例に規定する使用料又は手数料の額について、納付すべき

者の住所が、鳥取県、岡山県、広島県又は山口県にある場合は、�倍の格

差の適用を除外し、県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者と同

額にすること。

� 島根県産業技術センター条例

� 島根県農業技術センター分析等手数料条例

� 島根県畜産技術センター分析等手数料条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県発電用施設周辺地域企業立地等促進資金貸付基金条例を廃止する条例

� 提案理由

国の交付金による企業立地資金貸付事業を企業立地に対する補助事業に

―
	―

区 分 金 額

遺伝性疾患の保因判定 �件につき ����円



変更することに伴い、基金に属する現金を全額繰り出し、他の既存の基金

に積み立てることから、島根県発電用施設周辺地域企業立地等促進資金貸

付基金条例を廃止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県消費者センター条例の一部を改正する条例

	 提案理由

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行に伴

い、島根県消費者センターの設置及び管理について所要の改正を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 知事は、消費者センター（以下「センター」という。）を設置したと

きは、遅滞なく、センターの名称及び住所並びに消費生活相談の事務を

行う日及び時間を告示しなければならないこと。

� センターに、センターの長その他必要な職員を置くこと。

� センターに、消費生活相談員資格試験に合格した者（�において「合

格者」という。）又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有する

と知事が認める者を消費生活相談員として置くこと。

� 知事は、�の規定により置く消費生活相談員については、合格者とす

るよう努めるものとすること。

� 知事は、消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の適切な管

理のために必要な措置を講ずるものとすること。


 施行期日

平成��年�月	日から施行する。

第��号議案

島根県港湾施設条例の一部を改正する条例

	 提案理由

浜田港に計量器を新設することに伴い、港湾施設の使用料の額について

―�―



所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由であ

る。

� 条例の概要

計量器の使用料の新設

� 使用料の額

計量�回につき���円

� �に消費税額（地方消費税額を含む。）を含めた使用料の額

計量�回につき���円

� 施行期日

規則で定める日から施行する。

第	�号議案

島根県建築審査会条例の一部を改正する条例

� 提案理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴い、島根県建築審査会について所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

委員の任期は�年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とするこ

と。

� 施行期日

平成�
年�月�日から施行する。

第	�号議案

島根県営住宅条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県営住宅を西ノ島町へ譲渡するため、所要の改正を行う必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

県営住宅の設置を定めた別表から次の団地を削除すること。

―��―



� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

―��―

団地の名称 所 在 地

新由良団地 隠岐郡西ノ島町


